
建築許可・開発許可・道路位置指定申請フローチャート

事前相談

事前協議

建築許可
開発許可

道路位置指定

約
2
～
4
週
間

約
7
週
間

許可

約
2
～
4
週
間

★期間については概ねの期間となります。事業内容等により、資料の追加依頼・補正
等で期間が変わる場合があります。

添付書類一覧にある書類を
書面にて提出してください。
※書類が不足している場合、
受付できませんのでご注意
ください。

⇓

★各機関に許認可等の
申請を行う前に事前協
議を行って下さい。

★協議会設置による意
見書の提出の場合があ
ります。

提出書類の審査、補正
必要部数の検討、依頼

第４条の図書一式(1部)
標識設置写真含む
(持回り済み調査書)

書類の修正及び
必要部数の作成

事前協議申請
(本申請)

指導事項に対する検討
施設管理者等との
協議・調整

回答書提出

事前協議完了

約
２
週
間

約
２
週
間

⇓

指導事項通知

事前協議完了通知

施設管理者等への
意見書提出依頼

⇓

施設管理者等への
回答内容の確認

⇓

約
3
週
間

：申請者

：建築課

事前協議に該当しない
場合は、手続きは発生
しません。
申請の要・不要は建築
課まで確認をお願いし
ます。

★計画内容の確認、書
類審査、見込み有無、
現場確認

★「豊川市建築開発事
業等に関する指導要
綱」に基づく公共施設
管理者等との協議

★書類審査

関係機関への確認


